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はじめに 

 

「福生市社会教育委員の会議・平成 25 年３月の研究報告書『地域の教育力の向上

について』」において、「今後の社会教育委員の会議のあり方」として、「机上で考える

だけではなく、時には地域の教育力の向上のために『行動する』会議であるべき」と

述べられています。 

社会教育委員は、平成 25 年度から新たなメンバーも加わり、活動内容について検

討した結果、「学校支援地域組織事業」をテーマとして取り上げることとなりました。 

 

福生市では平成 23 年４月の福生第四小学校を始めとし、平成 24 年 10 月までに市

内小・中学校全校に学校支援コーディネーターが配置されました。最初の学校支援コ

ーディネーターが配置されてからここで約４年になります。 

 

私たちは、関係者への聞き取り、コーディネーター・ミーティングへの参加等によ

る現状調査を積極的に行い、現状・課題の把握に努めて参りました。 

その中で、学校支援地域組織事業をより一層活動しやすくし、また、関係者はじめ

多くの市民の方に活動への理解を深めてもらうため、「学校支援地域組織ハンドブッ

ク」を作成し、平成 26 年６月に発行しました。 

 

平成 26 年度は学校支援地域組織事業の現状・課題・対策について研究してきまし

たが、このたび研究結果を取りまとめましたので、報告・提案するものです。 

 

 

 

 

福生市社会教育委員の会議 

議 長  渡辺 邦雄 
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Ⅰ 学校支援地域組織事業の現状 

平成 18 年に改正された教育基本法に「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携

協力」の規定が新たに設けられ、これを具体化する方策の柱として「学校・家庭・

地域が一体となって地域ぐるみで子どもを育てる体制を整えることを目的」とする

国の学校支援地域本部と、これを推進する都の学校支援ボランティア推進協議会事

業がある。 

福生市の学校支援地域組織事業は、この国及び都の補助事業を活用し、学校、家

庭及び地域との連携協力の下、地域全体で学校教育を支援する体制づくりを推進し

ている。 

 

福生市では、平成 23 年４月６日に学校支援コーディネーター（以下「コーディ

ネーター」という。）が第四小学校に最初に配置され、同年に一小、二小、一中、三

小、そして平成 24 年度には二中、五小、七小、三中、六小に配置され、全校に配置

となった。そして、平成 25 年４月 1 日には、学校支援地域組織事業実施要綱が施

行され、この要綱により各学校長から推薦されたコーディネーターを教育長が委嘱

し、この平成 25 年度当初から市内小・中学校全校において実施要綱に基づいた活

動が始まった。 

 

コーディネーターの活動について、要綱第３条第２項の規定では「コーディネー

ターは、学校を支援する学校関係者、地域の団体、保護者等と連携して、教育支援

活動の総合的な調整のほか、学校支援サポーターの確保などを行う」ものとして、

学校、地域のパイプ役となり、学校の教育的なニーズと地域の力を繋ぎ合わせる働

きを担っている。このように各学校のコーディネーターが学校長の依頼により、学

校及び地域の特色を活かし、その依頼に応えるべく様々な支援活動を行っている。 

また、コーディネーターは毎月「コーディネーター・ミーティング」という全員

の集まる機会を持ち、現在は、各々の活動報告や情報交換を行うことで、より良い

学校への支援活動に向けての話し合いが行われている。 

 

年々、コーディネーターと学校・家庭・地域との連携も密接になり、活動が学校

のホームページでも紹介される例が増えつつあるため、着実に児童・生徒への支援

の幅を広げていると思われる。具体的な事例としては、最初に配置された四小での

横田基地内の小学校との国際交流が挙げられる。今年度も 12 月に開催された。学

校の依頼によりコーディネーターが文化協会や地域の方などの日本の伝統文化を

教えてくれる方をつなぎ、その協力を得て琴、茶道、着付け、書道などの体験を通

して児童間の交流事業を持った。この継続事業のほかにも学校と地域の関係者等を

つなぎ今年度初めて行われたクローバーまつりなどがあるが、コーディネーターの

活動により今後ともこのような事例が増えていくことが期待される。 
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現在、各学校における主な支援活動は次のとおりである。 

 

学校名 各学校における主な支援活動 

福生第一小学校 
学習支援活動(宿題支援、プール授業補助等) 

 

福生第二小学校 
学習支援活動(体験授業等)、環境整備活動(芝生管理等) 

  

福生第三小学校 
学習支援活動(宿題支援、家庭科授業支援等)、持久走大会安全

見守り、登校時安全見守り 

福生第四小学校 
学習支援活動(体験授業等)、環境整備活動(芝生管理等)、横田

基地内小学校との国際交流事業、クローバーまつり 

福生第五小学校 
学習支援活動(授業支援、夏休みプール指導補助等)、野鳥観察

会、地域安全マップ作り 

福生第六小学校 
学習支援活動(体験授業等)、地域安全マップ作り、登校時安全

見守り、環境整備活動(芝生管理、清掃等) 

福生第七小学校 
学習支援活動(体験授業、検定等)、環境整備活動(芝生管理等) 

 

福生第一中学校 
学習支援活動(校外学習引率付き添い等)、環境整備活動(校内

美化等)、緊急時における登・下校見守り 

福生第二中学校 
学習支援活動(ゲストティーチャー手配等) 

 

福生第三中学校 
環境整備活動(校内樹木手入れ等)、活動ボランティア募集 
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Ⅱ 学校支援地域組織事業の課題・対策 

１ 市として取り組む課題・対策 
（１）市（教育委員会）として、学校支援地域組織事業の目標・必要性・組織・運営

等の見直し、提示 

 現在は、各校１名ずつコーディネーターが配置されているが、コーディネーター

の人数を、原則として各校１名とし、各校の状況に合わせ複数人で活動できるよう

にするのはいかがだろうか。複数人の場合の長所として、身近に相談できる人がい

ることや得意な分野を担当できること等が考えられるが、情報の共有が難しい等の

短所もある。しかし、情報を統括する役を設け、その人に依頼があった旨を知らせ

る等、情報伝達方法を改善することにより、克服することが可能になる。（現在、五

小はコーディネーターのもと６名で活動している。）また、学校ごとに人を配置する

のではなく、全 10 校に 10 名配置という考え方もある。 
 小学校と中学校では、学校支援の内容が異なるため、抱える課題や地域の方が関

われることもそれぞれ異なる。そのため、各学校の正確なニーズの把握が必要であ

る。場合によっては、小・中学校それぞれに理想とするモデルを、具体的に提示す

ることも考えられる。この場合、応用的な部分は各校の個性が反映されると良い。 
 学校支援地域組織事業の運営に関しては、全校統一か各校に判断を任せるかを内

容別に検討する方法もある。福生市のルールを決め、マニュアルを作成することも

必要になってくる。 
 

（２）担当部門の組織・機能の整備 

 学校支援地域組織事業は生涯学習推進課、学校教育は指導室、学校施設は庶務課

が担当するなど、学校に関係する職務を複数の課が担当しているため、調整機能の

充実を図る必要がある。 
 学校、コーディネーター、学校支援ボランティア（以下「ボランティア」という。）

からの相談に迅速かつ適切に対応するため、スーパーバイザー※１名の配置を検討

してはいかがだろうか。なお、スーパーバイザーは、小・中学校で抱えている課題

が大きく違う場合、小学校７校に対し１名、中学校３校に対し１名を配置すると良

い。 
 

（３）事業費 

費用の必要な活動と、そうでない活動を明確にするため、線引きをし、ルール作

りを行う必要がある。 
 また、様々な制度の種類・内容の範囲・担当窓口のわかる資料を作成すると、他

※スーパーバイザー：監督・管理・監修を担当する人物、または監視する主体のこと。 
ここでは、学校・コーディネーター・ボランティアの中立的役割を担う人物のことを言う。 
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のボランティア制度も活用しやすくなる。 
 

（４）学校内での活動の拠点作り 

 現在、コーディネーターが常駐できるような場所は設けられていない。そこで、

学校施設主管課、学校側と調整し、学校施設の中にコーディネーターの活動の拠点

となるような場所を設置できると良い。いつでも集まれる場所があることで、コー

ディネーター同士の情報交換が密に行えるようになる。 
 部屋の使用方法、維持管理方法については、マニュアルを作成すべきである。 
 

（５）ボランティアの情報管理 

 コーディネーターにはそれぞれ様々な人脈があるが、学校からの依頼も様々であ

り、コーディネーターの人脈を超えた内容の依頼を受けることもある。そうした時

には、他のコーディネーターから紹介を受けることもあるようだが、市には様々な

ボランティア登録制度があるため、その情報を活用できるようになると依頼先の幅

が広がると思われる。まずは、既存のボランティアデータ（福生市地域まなびあい

ボランティア制度やふっさっ子の広場（放課後子ども教室）のボランティア情報等）

を用いてサンプル版を作成し、最終的には全庁的に情報をまとめると良い。 
 また、データベース作成後の維持管理方法、維持管理担当部署等について、明確

にしておく必要がある。 
 もう一つの方法として、ボランティア登録制度の担当部署を確認し、その一覧表

を作成すると良い。 

 常に最新の情報にしておく必要があるため、ふっさボランティア市民活動センタ

ー（以下「ＦＶＡＣ」という。）等の他の機関と連携した対応や、メンテナンスのた

めのボランティア要員の確保も考慮する必要がある。 

 

（６）学校支援地域組織ハンドブック 

 学校支援地域組織ハンドブック（以下「ハンドブック」という。）は、コーディネ

ーターが活動しやすくなるように、また関係者はじめ多くの市民の方に理解を深め

てもらえるように、平成 25 年度の社会教育委員の会議の成果として作成したが、

今後は教職員、コーディネーター、ボランティアのそれぞれに向けた簡易マニュア

ルとして、分冊又はハンドブックに内容を追加した合冊のものを作成するか検討す

る必要がある。内容は、①校内のルール②子どもに接する時の注意点③保護者や地

域の方への依頼内容④相談窓口の明記等の追加が考えられる。 

 また、このハンドブックは利用者の意見等を聞き、定期的に改訂することが必要

である。さらに、どの程度活用されているかの検証もすべきである。 
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（７）他の組織との連携 

 常に他の組織に関する資料を収集し、各組織と活動内容の把握に努めるべきであ

る。調整会議の設定、組織間のつながりが持てる仕組みを検討し、効率的で充実し

た活動ができるように努める必要がある。 

 また、他の事業・組織との連携を模索する必要もある。例えば、ふっさっ子の広

場、学童クラブ、ＰＴＡ、おやじの会、四小ファンクラブ、さらには地域、町会、

自治会、老人会等が挙げられる。 

 社会教育委員の会議では、コーディネーター・ミーティングとの合同会議を開き、

ボランティアの紹介、課題の解決等に努めたいと考えている。 

 

（８）広報活動 

 市民に対しての事業の周知がまだ行き届いていないと思われるため、市の掲示板、

広報ふっさ、福生の教育、市公式ホームページ、ふっさ情報メール、防災行政無線、

学校からのお知らせ等を使い、広報活動をより一層強化すべきである。 
 また、学校側の理解もより一層深めるため、校長、教員等への広報活動をさらに

充実する必要がある。 
 加えて、町会長協議会に出席して学校支援地域組織事業の概要の説明をする等、

町会・自治会への広報活動も充実させることで、事業の周知を図り、学校に対する

理解を深めることができる。 
 
 
２ 学校支援コーディネーターに関する課題・対策 

（１）相談窓口の機能の充実 

 コーディネーターから相談を受ける窓口は、相談しやすい環境を整えるため、ス

ーパーバイザーだけではなく教育委員会等にも複数設置すると良い。なお、相談窓

口担当は、互いに連絡・調整を密にする必要がある。 
 
（２）コーディネーター・ミーティングの充実 

 小・中学校全校のコーディネーターが一堂に会するコーディネーター・ミーティ

ングでは、より活発な交流・意見交換を行い、互いに学び合い、ボランティアの募

集・確保・調整及び協力体制を堅固にできると良い。 
 現在、月１回程度開催しているが、曜日と時間が固定されているため出席できな

い人もおり、メールでは連絡がつかない人もいるため、全員が密に連絡を取れるよ

うな方策を考える必要がある。 
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（３）ボランティアの募集 

 コーディネーターの人脈等によりボランティアの依頼先が偏る傾向があるため、

コーディネーター・ミーティングを利用し、様々な分野のボランティアを確保でき

ると良い。なお、ボランティア募集に関しては、教員から直接依頼があった場合、

必ず副校長の了解を得てから進めることを徹底する必要がある。 
 

（４）研修の充実 

 コーディネーター養成講座の開催や、体験機会の提供を図るため、研修計画を策

定し、着実に実施すべきである。さらに、研修計画の実施状況を必ず確認し、次回

の実施に向けて内容を精査する必要がある。また、「特別支援教育講演会」の活用も

考慮すると良い。 
 

（５）地域との連携等 

 新しく着任した教員はその地域とのつながりが無く、地域や学校の様子が分から

ない場合が多いが、コーディネーターが地域とのパイプ役を担うことで、教育活動

を後退させず行うことができる。このため、コーディネーターと地域の方との定期

的な交流が必要となる。 
また、混乱を防ぐため、コーディネーターから保護者等ボランティアへの声かけ

は必ず一か所から行うと良い。 
コーディネーターとして地域での活動を円滑にするため、コーディネーターに関

する情報（氏名、活動内容等）を１の（８）広報活動に準じて地域に発信する必要

がある。 
 
（６）コーディネーターの交代があっても活動・記録を継続させるための仕組み作り 

 新しく委嘱されるコーディネーターが戸惑うことなく活動できるように、活動成

果、課題、要望等の活動記録を作成し、保存しておくと良い。また、その活動記録

は、年１回程度教育委員会に報告することも検討すべきである。 
 コーディネーターの引継ぎは必ず行い、引継ぎ書を作成し保存しておくと、その

後のコーディネーターが活用できる。 
 また、既出のとおりコーディネーターを複数配置することで活動を継続させるこ

とができる。 
 コーディネーターの職務内容を明確にしておく必要もある。ハンドブックを活用

してより詳しいものを作成するか、学校ごとに一年間の流れがわかるようなものを

作成するのも良い。 
 交代があっても、活動をスムーズに行った事例を分析し、活用する方法もある。 
 社会教育委員は、積極的なバックアップに努める必要があると考える。 
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３ 学校支援ボランティアに関する課題・対策 

（１）相談窓口の機能充実 

 ボランティアから相談を受ける窓口は、相談しやすい環境を整えるため、スーパ

ーバイザーだけではなく教育委員会等にも複数設置すると良い。なお、相談窓口担

当は、互いに連絡・調整を密にする必要がある。 
 

（２）研修の充実 

 ボランティアとして既に活動中の方の研修は、ハンドブックを利用して行うと良

い。また、新しくボランティアになられる方の研修は、教育委員会、ＦＶＡＣの協

力を得て行えると良い。 
 ボランティア養成講座の開催や、体験機会・発表の場の提供を図るため、研修計

画を策定し、実施すべきである。さらに、研修計画の実施状況を必ず確認し、次回

の実施に向けて内容を精査する必要がある。また、「特別支援教育講演会」の活用も

考慮すると良い。 
 研修の中で学校を越えた交流も期待されるが、将来的には、ボランティア同士が

交流できる場を設ける必要がある。 
 
 

４ 学校に関する課題・対策 

（１）学校の教員への説明 

 ハンドブックを活用し、制度への理解・活用を促すことに今後も努める必要があ

る。 
 

（２）相談窓口の機能充実 

 学校から相談を受ける窓口は、相談しやすい環境を整えるため、スーパーバイザ

ーだけではなく教育委員会等にも複数設置すると良い。なお、相談窓口担当は、互

いに連絡・調整を密にする必要がある。 
 

（３）管理職、教員の異動があっても活動・記録を継続させるための仕組み作り 

 活動成果、課題、要望等の活動記録を作成し、保存しておくと良い。また、その

活動記録は、年１回程度教育委員会に報告することも検討すべきである。 
 新校長向けのマニュアルがあれば、新校長の活動を手助けすることができる。こ

れは、ハンドブックを活用すると良い。 
異動があっても、活動をスムーズに行った事例を分析し、活用する方法もある。 
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 社会教育委員は、積極的なバックアップに努める必要がある。 
 

（４）地域との連携に関する教員等の意識啓発 

 校長等は、お祭り等の地域行事に教員、児童等が積極的に参加するよう、今まで

以上に意識啓発をすべきである。 
 学校主催のイベント等の行事に地域住民が参加しやすい環境を醸成し、将来的に

は、学校が地域の集会所として親しまれるようになると良い。 
 事業の周知と、学校に対する理解を深めるため、自治会、老人会等地域への周知・

広報活動を充実させる必要がある。 
 地域が一方的に学校を支援するのではなく、地域にとってもプラスになることが

なければ、地域と学校の良い関係は長続きしない。例えば、①高齢者住宅のゴミ出

し等を生徒が手伝うようにするといかがだろうか。高齢者に喜ばれるだけでなく、

高齢者の安否確認のための有効な手段にもなる。②学校は、震災があった時に避難

場所にもなるため、児童・生徒に体育館の案内等の手伝いをしてもらうのも良い。 
 このように、地域に貢献できる事業を計画し、実施することも大切である。 
 

（５）周知の方法 

 町会、自治会等地域への事業周知は、回覧板、学校や市の掲示板等を使って行う

と良い。ちらし配布や口コミも有効な方法となる。 
 

（６）コーディネーターへの情報提供 

 コーディネーターの事業計画策定の参考とするため、校長、教員等から年間事業

予定表を配布する等、情報提供を行うと良い。 
 
 
５ 社会教育委員としての課題・対策 

（１）学校支援地域組織事業についてのまとめ・提言 

２年間に渡る学校支援地域組織事業の研究結果のまとめを行い、これからの在り

方を提案することとして、２月 13 日に教育委員にパワーポイント形式のデータを

用いて報告会を行った。今後も情報を共有すると共に、社会教育委員としての考え

を提案していきたい。 
 

（２）今後の社会教育委員としての関わり方 

 定期的にコーディネーターとの連絡会議を設定し、コーディネーターの報告、ボ
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ランティアの紹介、課題解決の提案等の場として活用していけると良い。 
 “行動する”社会教育委員として、学校の各種行事には積極的に参加すると共に、

地域、町会、自治会、老人会への広報等を行い、学校に対する理解、事業の周知を

図り、地域の方々のより多くの参加が得られるように努める。 
 学校に、この制度をより理解し活用してもらうための取組みを検討する。 
 社会教育委員はそれぞれがいろいろな団体に所属しているため、所属団体に話を

持ち帰り、協力を要請することも必要である。 
 学校支援地域組織事業がどのように進んでいるか、どういう状況にあるかを常に

注視し、コーディネーターへのきめ細かなバックアップに努める。 
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学校支援地域組織の現状と強化案（図） 

２月 13 日に開催の教育委員への研究報告会で配布した資料より抜粋したものです。 

【 現状 】 

 

【 強化案 】 

 



 

福生市学校支援地域組織事業実施要綱 

平成25年４月１日要綱第29号 

福生市学校支援地域組織事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、学校、家庭及び地域との連携協力の下、地域全体で学校教育を

支援する体制づくりを推進するための福生市（以下「市」という。）における学校

支援地域組織事業（以下「事業」という。）の実施について、必要な事項を定める

ものとする。 

（事業の内容） 

第２条 事業の内容は、次のとおりとする。 

(１) 学校支援コーディネーターの配置に関すること。 

(２) 教育支援活動の実施に関すること。 

（学校支援コーディネーター） 

第３条 福生市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、必要に応じて、市内

の小学校及び中学校（以下「学校」という。）ごとに、学校支援コーディネーター

（以下「コーディネーター」という。）を配置するものとする。 

２ コーディネーターは、学校を支援する学校関係者、地域の団体、地域住民等のボ

ランティア、保護者等（以下「学校支援サポーター」という。）と連携して、当該

学校内における次条に規定する教育支援活動の総合的な調整のほか、学校支援サポ

ーターの確保、登録、配置、活動プログラムの企画等を行う。 

３ コーディネーターは、配置する学校の校長が推薦する者とし、教育長が委嘱する。 

４ コーディネーターには、謝礼を支払うものとし、その額は、予算の範囲内で、別

に定める基準に基づき支払うものとする。 

５ コーディネーターの任期は、２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

（教育支援活動の実施） 

第４条 この事業において実施する教育支援活動は、学校支援サポーターにより行う

次に掲げる事項とし、地域の実情に応じた方策で、当該学校における学校の要望に

応じて実施するものとする。 

(１) 授業の支援に関すること。 

(２) 部活動の指導に関すること。 

(３) 図書の整理及び読み聞かせに関すること。 



 
 

(４) 花壇及び樹木の整備等、校内の環境整備に関すること。 

(５) 登下校時における子どもの安全確保に係る活動に関すること。 

(６) 学校行事の運営支援に関すること。 

(７) その他子どもが地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進す

るために必要な活動に関すること。 

（運営委員会） 

第５条 教育委員会は、必要に応じて、市内の教育支援活動等の運営方法等を検討す

る福生市学校支援運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設置することがで

きる。 

２ 運営委員会の運営等については、別に定める。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 



 

研究の経緯 

開 催 日 会 議 会 議 内 容 

平成 25 年 

４月 18 日 

平成 25 年度 

第１回 
・社会教育委員の役割について 

５月 21 日 第２回 ・今年度の活動内容について 

６月 26 日 第３回 ・今年度の活動内容について（テーマ「学校支援地域組織について」） 

７月 １日  
・教育委員会から諮問を受ける（平成 25 年度社会教育関係団体に対する

補助金の交付について） 

７月 18 日 

第４回 

・答申の審議（平成 25 年度社会教育関係団体に対する補助金の交付につ

いて） 

・学校支援地域組織事業について 

 
・教育委員会へ答申（平成 25 年度社会教育関係団体に対する補助金の交

付について） 

８月 17 日 第５回 ・子ども体験塾「水の中のいきもの博物館」への参加 

９月 27 日 第６回 
・学校支援地域組織事業について 

（ゲスト：栗林前五小校長、野村コーディネーター） 

10 月 29 日 第７回 ・学校支援地域組織事業について 

11 月 21 日 第８回 ・学校支援地域組織事業について 

12 月 19 日 第９回 ・学校支援地域組織事業について 

平成 26 年 

１月 29 日 
第 10 回 ・コーディネーター・ミーティングへの参加、意見交換 

３月 17 日 第 11 回 ・学校支援地域組織事業について（学校支援地域組織ハンドブック） 

４月 25 日 
平成 26 年度 

第１回 
・学校支援地域組織事業について 

（学校支援地域組織ハンドブック、今年度の進め方） 

５月 26 日 第２回 
・学校支援地域組織事業について 

（学校支援地域組織ハンドブック、研究のまとめ） 

６月  ・学校支援地域組織ハンドブック 発行 

６月 25 日 第３回 ・学校支援地域組織事業について（研究のまとめ） 

７月 １日  
・教育委員会から諮問を受ける（平成 26 年度社会教育関係団体に対する

補助金の交付について） 

７月 31 日 

第４回 

・答申の審議（平成 26 年度社会教育関係団体に対する補助金の交付につ

いて） 

・学校支援地域組織事業について（研究のまとめ） 

 
・教育委員会へ答申（平成 26 年度社会教育関係団体に対する補助金の交

付について） 

８月 24 日 第５回 ・子ども体験塾「子どもひこうき展」への参加 

９月 29 日 第６回 ・学校支援地域組織事業について（検討課題まとめ） 

10 月 22 日 第７回 ・学校支援地域組織事業について（検討課題まとめ） 

11 月 18 日 第８回 ・学校支援地域組織事業について（検討課題まとめ） 

12 月 16 日 第９回 ・学校支援地域組織事業について（報告資料の検討） 

平成 27 年 

１月 21 日 
第 10 回 ・学校支援地域組織事業について（報告資料の検討） 

２月 13 日  ・教育委員への研究報告会 開催 

２月 24 日 第 11 回 ・学校支援地域組織事業について（報告書のまとめ） 

３月 24 日 第 12 回 ・学校支援地域組織事業について（報告書のまとめ） 



 
 

平成 25・26 年度福生市社会教育委員名簿 

 氏 名 選 出 区 分 

議 長 渡 辺
わ た な べ

邦 雄
く に お

 
社会教育関係者 
（ボーイスカウト・ガールスカウト福生市連合育成会） 

平成 26 年度 

副議 長 中 村
な か む ら

瑞 穗
み ず ほ

 家庭教育関係者（福生市社会福祉協議会） 

平成 25 年度 

副議 長 高田
た か だ

ヒロ子
ひ ろ こ

 学識経験者 

 西山
に し や ま

多惠子
た え こ

 学校教育関係者（福生市公立小中学校校長会推薦） 

 小 山
こ や ま

信 一
の ぶ い ち

 社会教育関係者（福生市文化協会） 

 奥 村
お く む ら

雄 二
ゆ う じ

 社会教育関係者（特定非営利活動法人福生市体育協会） 

 大 野
お お の

文 明
ふ み あ き

 社会教育関係者（福生市公立小中学校ＰＴＡ連合会） 

 前
ま え

 里 惠
り え

 家庭教育関係者（元主任児童委員） 

 萬 沢
ま ん ざ わ

 明
あきら

 学識経験者 

 野 村
の む ら

 亮
りょう

 学識経験者 

  



 

 

発 行 平成 27 年３月 

事務局 福生市教育委員会事務局 

    生涯学習推進課 生涯学習推進係 

    〒197-8501 東京都福生市本町５番地 

    電話 ０４２‐５５１‐１９５０（直通） 


